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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷装置に接続可能な画像再生装置において、
　記憶手段に格納された画像を再生する再生手段と、
　前記印刷装置との接続が確立したか否かを判断する判断手段と、
　前記印刷装置との接続が確立している場合、当該印刷装置で対応可能な機能情報を取得
する取得手段と、
　前記機能情報から前記印刷装置で対応可能な画像を選択する画像選択手段と、
　前記画像選択手段により選択された画像を前記再生手段により再生する制御手段とを具
備し、
　前記機能情報は、前記印刷装置で印刷可能な画像の縦横幅の最大値又は最小値に関する
情報であり、
　縦横幅が、前記最大値より小さい画像、または最小値より大きい画像については、前記
画像選択手段が、当該画像を印刷可能な画像として表示するために選択し、
　縦横幅が、前記最大値以上の画像、または最小値以下の画像については、前記画像選択
手段は、当該画像を選択せずに、再生を禁止することを特徴とする画像再生装置。
【請求項２】
　前記機能情報は前記印刷装置で印刷可能な最小用紙サイズの情報を含んでおり、前記印
刷装置で印刷可能な画像の縦横幅の最小値に関する情報は、前記最小用紙サイズの情報に
基づいて決められることを特徴とする請求項１に記載の画像再生装置。
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【請求項３】
　前記再生手段は、前記画像選択手段により選択された画像のみを順次再生させる画像送
り手段を更に備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像再生装置。
【請求項４】
　前記画像選択手段により選択された画像を縮小したインデックス画像を作成する画像作
成手段を更に備え、
　前記再生手段は、前記画像作成手段により作成されたインデックス画像を一覧で再生す
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像再生装置。
【請求項５】
　前記印刷装置に対して、前記画像選択手段により選択された画像の印刷を指示する指示
手段を更に備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像再生装置
。
【請求項６】
　記憶手段に格納された画像を再生する再生手段を有し、印刷装置に接続可能な画像再生
装置の制御方法であって、
　前記印刷装置との接続が確立したか否かを判断する判断工程と、
　前記印刷装置との接続が確立している場合、当該印刷装置で対応可能な機能情報を取得
する取得工程と、
　前記機能情報から前記印刷装置で対応可能な画像を選択する画像選択工程と、
　前記画像選択工程により選択された画像を前記再生手段により再生する制御工程とを備
え、
　前記機能情報は、前記印刷装置で印刷可能な画像の縦横幅の最大値又は最小値に関する
情報であり、
　前記画像選択工程では、縦横幅が、前記最大値より小さい画像、または最小値より大き
い画像については、当該画像を印刷可能な画像として表示するために選択し、
　縦横幅が、前記最大値以上の画像、または最小値以下の画像については、当該画像を選
択せずに、再生を禁止することを特徴とする制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の制御方法を、画像再生装置を制御するコンピュータに実行させるため
のプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読取可能な記憶
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラなどの画像再生装置とプリンタなどの画像出力装置とを接続
したフォトダイレクトプリントにおいて、画像データを再生する画像再生装置及び画像再
生方法に関する
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラ等で撮影した画像を再生する際には、画像送り／戻しキーなどを
操作して表示したい画像を順次送ったり戻したりしている（例えば、特許文献１参照。）
。また、一枚画像の再生と縮小画像のインデックス再生の切り替えも表示切替キーやメニ
ューにより操作している。また、印刷装置が対応している画像最大縦横幅や画像最大デー
タサイズに関わらず、デジタルカメラの仕様に応じて画像の再生がなされており、このよ
うな再生処理は印刷装置などの外部機器の接続の有無に関わらず実行される。
【特許文献１】特開平１０－２４３３３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　このように、印刷装置との接続が確立された場合であっても印刷に適さない動画や印刷
できない大きな画像なども再生してしまうため、印刷しようとする画像を選択したいユー
ザにとっては不要な画像も再生しなければならず、画像の検索に時間がかかってしまうと
いう不都合がある。
【０００４】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、印刷装置との接続が確立した場合は、印刷に適さ
ない画像の再生を禁止することで、ユーザにとって印刷したい画像の検索時間を短縮でき
る技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の画像再生装置は、印刷装置に接続
可能な画像再生装置において、記憶手段に格納された画像を再生する再生手段と、前記印
刷装置との接続が確立したか否かを判断する判断手段と、前記印刷装置との接続が確立し
ている場合、当該印刷装置で対応可能な機能情報を取得する取得手段と、前記機能情報か
ら前記印刷装置で対応可能な画像を選択する画像選択手段と、前記画像選択手段により選
択された画像を前記再生手段により再生する制御手段とを具備し、前記機能情報は、前記
印刷装置で印刷可能な画像の縦横幅の最大値又は最小値に関する情報であり、縦横幅が、
前記最大値より小さい画像、または最小値より大きい画像については、前記画像選択手段
が、当該画像を印刷可能な画像として表示するために選択し、縦横幅が、前記最大値以上
の画像、または最小値以下の画像については、前記画像選択手段は、当該画像を選択せず
に、再生を禁止する。
【０００６】
　また、本発明の画像再生装置の制御方法は、記憶手段に格納された画像を再生する再生
手段を有し、印刷装置に接続可能な画像再生装置の制御方法であって、前記印刷装置との
接続が確立したか否かを判断する判断工程と、前記印刷装置との接続が確立している場合
、当該印刷装置で対応可能な機能情報を取得する取得工程と、前記機能情報から前記印刷
装置で対応可能な画像を選択する画像選択工程と、前記画像選択工程により選択された画
像を前記再生手段により再生する制御工程とを備え、前記機能情報は、前記印刷装置で印
刷可能な画像の縦横幅の最大値又は最小値に関する情報であり、前記画像選択工程では、
縦横幅が、前記最大値より小さい画像、または最小値より大きい画像については、当該画
像を印刷可能な画像として表示するために選択し、縦横幅が、前記最大値以上の画像、ま
たは最小値以下の画像については、当該画像を選択せずに、再生を禁止する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、画像再生装置と画像出力装置とが接続されている状態において、動画
などの印刷できない画像の再生および表示を禁止するので、ユーザにとって所望の画像の
検索時間を短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。
【００１３】
　尚、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適
用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００１４】
　［第１の実施形態］
　図１は、画像再生装置とプリンタとからなる画像再生システムの概要を示す模式図であ
る。画像再生装置１００は印刷装置であるプリンタ２００と相互に情報を交信する接続ケ
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ーブル１０１を介して接続される。画像再生装置１００はプリンタ２００と接続されてい
る状態においては、画像再生装置１００本体内あるいは後述するメモリーカード内に記憶
された画像をプリンタ２００に出力することが可能になる。
【００１５】
　＜画像再生装置の構成＞
　図２は本発明に係る実施形態の画像再生装置のブロック図である。
【００１６】
　図２に例示する画像再生装置１００は静止画や動画等の画像データを記録及び再生でき
るデジタルビデオカメラであり、１は被写体の光学像を光電変換する撮像部、２は画像信
号処理部、３は画像信号処理部２により画像処理された画像信号をＬＣＤやＥＶＦ等の表
示器に表示又は再生するための表示制御部、４は表示制御部３から出力される表示信号に
基づき画像を表示又は再生するための画像表示部、５は画像信号処理部２により処理され
た画像信号およびメモリーカード７から読み出された画像データの圧縮/伸張を行う圧縮/
伸張部、６はメモリーカード７を制御するためのメモリーカードインターフェース部、７
はメモリースティック等に代表される着脱可能なメモリーカード、９はスイッチ部であり
再生／早送り／巻戻しスイッチ、表示切替スイッチ、画像送りスイッチ、画像戻しスイッ
チ、モード設定スイッチ、印刷開始スイッチ、画像記録／読出スイッチ等が含まれる。ま
た、８は画像再生装置１００の上記各部の制御／指令を行うマイクロコンピュータ等を備
えるシステムコントロール部、１０はレンズ部である。１６は商用電源でありＡＣアダブ
タを通して画像再生装置１００に電源を供給する。１１は上記各部に供給する電力を制御
（定電圧化）する定電圧発生回路部、１２はバッテリー１８側に供給する電力を制御する
充電回路部、１３はバッテリー１８（２次電池）側に電力を供給するか否かを切り替える
切替部、１４は画像再生装置１００側から供給される電力を蓄える２次電池である。１５
はＵＳＢやＩＥＥＥ１３９４などにより外部機器とのインターフェースを司る外部機器イ
ンターフェース部、１７はプリンタである。
【００１７】
　撮像部１はＣＣＤやＣＭＯＳセンサー等の撮像素子が用いられ、レンズ部１０を介して
撮像部１上に結像された被写体の光学像を光電変換して電気信号として取り込む。
【００１８】
　画像信号処理部２は、Ａ／Ｄ変換前のアナログ処理として、電気信号に変換された画像
信号のノイズの低減や信号レベルの調整を行うと共に、アナログ処理が施された画像信号
をデジタル信号に変換する。更に、画像信号処理部２は、デジタル信号に変換された画像
データに対して、フィルター処理、色変換処理等を行ない、圧縮／伸張部５及び表示制御
部３に出力する。これらの画像処理はシステムコントロール部８により制御される。
【００１９】
　圧縮／伸張部５では、静止画データであればＪＰＥＧ，動画データであればＭＰＥＧ圧
縮処理してメモリーカードインターフェース部６を介してメモリーカード７に格納する。
更に、圧縮／伸張部５は、メモリーカードインターフェース部６を介してメモリーカード
７から圧縮画像データを読み出し伸張処理して画像信号処理部２に送り、表示制御部３を
介して画像表示部４に出力する。また、圧縮／伸張部５では、メモリーカード７から読み
出した画像の縮小画像を作成し、その縮小画像データを表示制御部３を介して画像表示部
４に出力して複数の縮小画像の一覧をインデックス表示させる。これらの再生表示処理は
システムコントロール部８により制御される。
【００２０】
　外部機器インターフェース部１５は、外部機器としてのプリンタ２００やＰＣとの間で
データ転送用の通信機能を確立しデータのやり取りを行ない、メモリーカード７に記憶さ
れている静止画データ等を印刷等する。画像データは、例えば、デジタルカメラにおける
カメラファイルシステム規格（Design rule for Camera File system)に適合するような
ファイル形式でメモリーカード７に格納されており、画像再生装置１００からの直接プリ
ント（カメラダイレクトプリント）が可能となっている。
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【００２１】
　上記カメラダイレクトプリントにおいては、画像再生装置１００はプリンタ２００が接
続されると、先ず通信モードに切り替わり、通信先がプリンタ２００であると判断すると
ダイレクトプリントモードにモード変更する。この状態で、ユーザは画像表示部４でプリ
ントアウトしたい画像を見て選択し、更にスイッチ部９の印刷開始スイッチによりプリン
ト１７に印刷開始の指示を行なう。すると、画像再生装置１００は選択された画像データ
をプリンタ２００に転送し、プリンタ２００は転送されてきた画像データをもとに画像を
印刷する。
【００２２】
　また、画像再生装置１００は、外部機器インターフェース部１５を介してプリンタ２０
０から、当該プリンタで対応可能な機能情報を取得する。この機能情報は、印刷可能な用
紙の種類及びサイズ、印刷品位、画像データのフォーマット、日付印刷の有無、ファイル
名印刷の有無、レイアウト、画像補正の有無、部分印刷の有無と部分の位置と大きさの指
定、更にはオプションとして、各カメラメーカの仕様に対応した機能の有無等の情報を含
んでいる。また、機能情報は、後述する図３に示す機能情報テーブル４７に格納されてい
る。なお、上記機能情報はプリンタ２００側でユーザにより任意に設定されている場合も
ある。
【００２３】
　また、画像再生装置１００はスイッチ部９のモード設定スイッチによりメモリ画像再生
モードが設定可能となっている。このメモリ画像再生モード設定時においては、画像再生
装置１００は、メモリーカード７に格納された画像データの中から、例えばプリント可能
な画像（例えば、ＪＰＥＧ画像や正常な状態で記録された静止画ファイル）を自動選択し
、選択された画像を（例えば、日付の新しい順に）画像表示部４に順次再生していく。な
お、スイッチ部９に対して、再生したい画像の種類をユーザ側で任意に設定できる機能を
付加してもよい。
また、プリントできないデータ、例えば音声ファイルや、動画像ファイルなどの静止画像
以外のデータを、以下では、メディアファイルとして説明する。
【００２４】
　＜プリンタの構成＞
　図３は本発明に係る実施形態のプリンタのブロック図を示し、接続相手（画像再生装置
１００やＰＣ）から印刷の割り込みを受け付け、印刷用の画像データを受信する印刷コン
トローラ３１と、印刷コントローラ３１から供給されるデータに従って画像を印刷する印
刷エンジン３２とで構成される。
【００２５】
　印刷コントローラ３１にはインターフェース回路４４と、印刷シーケンス用のプログラ
ムを実行するＣＰＵ３４と、ＳＤＲＡＭ４０などで構成される画像データ格納用のメモリ
と、ＣＰＵ３４とＳＤＲＡＭ４０のコントロールやバスの管理を行う制御部３３とを有す
る。制御部３３は、ＣＰＵ３４の制御シーケンスプログラムの実行に応答して所定の画像
処理を行い、印刷用の画像データに対応する印刷駆動信号を印刷エンジン３２に供給する
。
【００２６】
　制御部３３はバスを介してフラッシュＲＯＭ４１やＲＯＭ４２やＥＥＰＲＯＭ４８及び
インターフェース回路４４に接続される。ＲＯＭ４２はプログラムメモリ等で構成され、
起動時にロードするためのプログラムが格納される。さらに、圧縮／解凍回路３８と色変
換やハーフトーン処理などを行う画像処理回路３７を有する。ＳＲＡＭ３６は色変換やハ
ーフトーン処理時に必要なテーブルデータ等が格納されている。上記プログラムメモリに
は画像データを適宜処理するためのプログラムや、インターフェース回路４４が受け付け
た割り込み命令に対する処理を行うインターフェース制御プログラムや印刷エンジン３２
を制御する印刷エンジン制御プログラム等も格納する。また、ＣＰＵ３４とＳＤＲＡＭ４
０をコントロールするそれぞれのコントローラ３５，３９を有している。ＥＥＰＲＯＭ４
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８には、例えば、インク消費量のカウント数や、各用紙の印刷枚数、シリアル番号等の情
報が格納されている。他にもオプション用の増設メモリに接続されるＢｕＦ４３を有して
いる。また、画像再生装置１００からの直接印刷を行う場合、画像再生装置１００に対し
てプリンタ２００で対応可能な上記機能情報を送信するための機能情報テーブル４７を有
している。
【００２７】
　インターフェース回路４４は、例えばＡＳＩＣにより構成され、シリアル、ＩＥＥＥ１
２８４等の各種ポート４５を備えている。また、バスを介してＵＳＢポート４６等により
対象機器に接続される。
【００２８】
　＜メモリ画像再生モード＞
　図４は本発明に係る第１の実施形態のメモリ画像再生モードにおける画像選択／再生処
理を示すフローチャートである。なお、本フローチャートにおいては、各ステップを”Ｓ
”と略して説明する。
【００２９】
　Ｓ１：処理が開始されると、先ず、システムコントロール部８はスイッチ部９のモード
設定キーによりメモリ画像再生モードが設定されているか判断する。そして、メモリ画像
再生モードが設定されているならばＳ２の処理に移行する。
【００３０】
　Ｓ２：次に、システムコントロール部８はメモリーカードインターフェース部６を制御
してメモリーカード７から画像データを読み出し、不図示のバッファーメモリなどに格納
しておく。
【００３１】
　Ｓ３：次に、システムコントロール部８はプリンタ２００との接続が確立されているか
判断する。そして、外部機器としてのプリンタ２００が接続されているならばＳ３の処理
に移行し、未接続ならばＳ１０の処理に移行する。
【００３２】
　Ｓ４：ここでは、システムコントロール部８はメモリーカード７から読み出されたファ
イル中からプリンタ２００でプリント可能な画像を選択する。ここでは、画像送り／戻し
スイッチ操作により指定された画像が静止画等のメディアファイル以外かどうかを元に画
像を選択し、メディアファイル以外であるならばＳ５に処理を移行する。また、静止画等
でないメディアファイルならばＳ８に移行して更に次の画像への送り／戻し操作を待つ。
【００３３】
　Ｓ５：ここでは、システムコントロール部８は表示制御部３に表示信号を出力して、上
記選択されたメディアファイル以外の画像を画像表示部４に再生する。
【００３４】
　Ｓ６：ここで、システムコントロール部８はスイッチ部９の印刷開始スイッチが操作さ
れたか判断し、操作されたならばＳ７に処理を移行し、操作されなければＳ８に処理を移
行する。
【００３５】
　Ｓ７：システムコントロール部８は外部機器インターフェース部１５を介して現在画像
表示部４に表示されている静止画データ等をプリンタ２００に転送して印刷指示する。
【００３６】
　Ｓ８，Ｓ９：システムコントロール部８はスイッチ部９の画像送り／戻しスイッチ操作
に従って次の画像への送り／戻し操作を行ない、その後Ｓ３から同様の処理を行なう。
【００３７】
　Ｓ１０：外部機器としてのプリンタ２００が未接続の場合、システムコントロール部８
は表示制御部３に表示信号を出力して、メモリーカード７から読み出された静止画及びメ
ディアファイルを含めて順次画像表示部４に再生する。
【００３８】
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　上記構成によれば、特に、画像再生装置１００とプリンタ２００との接続が確立されて
いる状態においては、音声ファイル、動画像ファイルなどの印刷できないメディアファイ
ルの再生を禁止し、メディアファイル以外を再生するので、ユーザにとって所望の静止画
等を検索する時間が短縮できる。
【００３９】
　［第２の実施形態］
　図５は本発明に係る第２の実施形態のメモリ画像再生モードにおける画像選択／再生処
理を示すフローチャートである。なお、本フローチャートにおいては、各ステップを”Ｓ
”と略して説明する。なお、本フローチャートにおいても、各ステップを”Ｓ”と略して
説明する。
【００４０】
　第２の実施形態は、複数（例えば、６個）の縮小画像の一覧を同一画面にインデックス
再生できる機能を付加したところに特徴があり、スイッチ部９のインデックス再生スイッ
チを操作することによりこのインデックス再生モードに設定される。なお、画像再生装置
の構成については、第１の実施形態と同様であるので説明は省略する。
【００４１】
　Ｓ１１：処理が開始されると、先ず、システムコントロール部８はスイッチ部９のモー
ド設定キーによりメモリ画像再生モードが設定されているか判断する。そして、メモリ画
像再生モードが設定されているならばＳ１２の処理に移行する。
【００４２】
　Ｓ１２：次に、システムコントロール部８はスイッチ部９のインデックス再生スイッチ
によりインデックス再生モードが設定されているか判断する。そして、インデックス再生
モードが設定されているならばＳ１３の処理に移行し、未設定ならば図４のＳ２以降の処
理と同様の処理を行なう。
【００４３】
　Ｓ１３：システムコントロール部８はメモリーカードインターフェース部６を制御して
メモリーカード７から画像データを読み出し、不図示のバッファーメモリなどに格納して
おく。
【００４４】
　Ｓ１４：次に、システムコントロール部８はプリンタ２００との接続が確立されている
か判断する。そして、プリンタ２００が接続されているならばＳ１５の処理に移行し、未
接続ならばＳ２３の処理に移行する。
【００４５】
　Ｓ１５：ここでは、システムコントロール部８はメモリーカード７から読み出されたフ
ァイル中からプリンタ２００でプリント可能な画像を選択する。ここでは、画像送り／戻
しスイッチ操作により指定された画像が静止画等のメディアファイル以外かどうかを元に
画像を選択し、メディアファイル以外であるならばＳ１６に処理を移行する。また、静止
画等でないメディアファイルならばＳ２０の処理に移行して次の画像のファイルパスの設
定してＳ１５からの処理を行なう。
【００４６】
　Ｓ１６：システムコントロール部８は選択された画像、すなわちメディアファイル以外
の静止画等を縮小した縮小画像を作成する。
【００４７】
　Ｓ１７：ここでは、システムコントロール部８はＳ１６で生成された縮小画像の画像枚
数（例えば、６個）をカウントし、６個目の縮小画像が生成されていれば、Ｓ１８の処理
に移行し、６個未満ならばＳ２０の処理に移行して次の画像のファイルパスを設定してＳ
１５からの処理を行なう。
【００４８】
　Ｓ１８：ここでは、システムコントロール部８は表示制御部３に表示信号を出力して、
上記生成された縮小画像の一覧を画像表示部４にインデックス再生する。
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【００４９】
　Ｓ１９：ここで、システムコントロール部８は縮小画像一覧から一の画像が選択され、
スイッチ部９の印刷開始スイッチが操作されたか判断し、操作されたならばＳ２１に処理
を移行し、操作されなければＳ２２に処理を移行する。
【００５０】
　Ｓ２１：システムコントロール部８は外部機器インターフェース部１５を介してＳ１９
で選択された静止画データをプリンタ２００に転送して印刷指示する。
【００５１】
　Ｓ２２：システムコントロール部８はスイッチ部９の画像送り／戻しスイッチが操作さ
れたか判断し、操作されたならばインデックス再生されなかった残りの画像（静止画が６
個以上あった場合）についてＳ１４から同様の処理を行なう。
【００５２】
　Ｓ２３：プリンタ２００が未接続の場合、システムコントロール部８は、メモリーカー
ド７から読み出された静止画及びメディアファイルを含めた縮小画像を作成する。
【００５３】
　Ｓ２４：ここでは、システムコントロール部８はＳ２３で生成された縮小画像の画像枚
数（例えば、６個）をカウントし、６個目の縮小画像が生成されていれば、Ｓ２６の処理
に移行し、６個未満ならばＳ２５の処理に移行して次の画像のファイルパスを設定してＳ
２３からの処理を行なう。
【００５４】
　Ｓ２６：ここでは、システムコントロール部８は表示制御部３に表示信号を出力して、
上記生成された縮小画像の一覧を画像表示部４にインデックス再生する。
【００５５】
　上記構成によれば、特に、画像再生装置１００とプリンタ２００との接続が確立されて
いる状態において、音声ファイル、動画像ファイルなどの印刷できないメディアファイル
を除いた静止画について縮小画像を作成してインデックス再生し、メディアファイルに対
応する縮小画像は表示されないので、ＤＰＯＦマークなどのプリント指定を行う場合にも
、所望の静止画を検索する場合にも、余計な時間を短縮することができる。
【００５６】
　なお、上記の縮小画像は、対応する静止画像ファイルから作られるとしたが、予め静止
画像ファイルに関連付けられて記録されているサムネイル画像を読みだして表示しても良
い。
【００５７】
　また、静止画像ファイル、音声ファイル、動画像ファイルに対応する縮小画像は、予め
用意してあるアイコン画像でも良い。
【００５８】
　［第３の実施形態］
　図６は本発明に係る第３の実施形態のメモリ画像再生モードにおける画像選択／再生処
理を示すフローチャートである。なお、本フローチャートにおいては、各ステップを”Ｓ
”と略して説明する。なお、本フローチャートにおいても、各ステップを”Ｓ”と略して
説明する。
【００５９】
　第３の実施形態は、プリンタ２００との接続が確立された状態でプリンタ２００から取
得した機能情報（印刷可能な最大の画像サイズ情報）に基づいてメモリーカード７に格納
された画像の中からプリント可能な画像を自動選択し、選択された画像を（例えば、日付
の新しい順に）画像表示部４に順次再生していくものである。
【００６０】
　Ｓ３１：処理が開始されると、先ず、システムコントロール部８はスイッチ部９のモー
ド設定キーによりメモリ画像再生モードが設定されているか判断する。そして、メモリ画
像再生モードが設定されているならばＳ３２の処理に移行する。
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【００６１】
　Ｓ３２：次に、システムコントロール部８はメモリーカードインターフェース部６を制
御してメモリーカード７から画像データを読み出し、不図示のバッファーメモリなどに格
納しておく。
【００６２】
　Ｓ３３：次に、システムコントロール部８はプリンタ２００との接続が確立されている
か判断する。そして、プリンタ２００が接続されているならばＳ３４の処理に移行し、未
接続ならばＳ４３の処理に移行する。
【００６３】
　Ｓ３４：ここでは、システムコントロール部８はプリンタ２００から機能情報として、
プリンタ２００が印刷可能とする画像最大縦横幅の最大値を取得する。ここでは、最大横
幅Ａ、最大縦幅Ｂとする。
【００６４】
　Ｓ３５：ここでは、システムコントロール部８はメモリーカード７から読み出されたフ
ァイル中から静止画等のメディアファイル以外の画像を選択する。
【００６５】
　Ｓ３６：次に、システムコントロール部８は上記選択された画像から画像サイズ情報（
横幅値Ｘ、縦幅値Ｙ）を算出する。
【００６６】
　Ｓ３７：ここでは、システムコントロール部８は上記画像サイズ（Ｘ，Ｙ）がプリンタ
２００から取得した最大縦横幅（Ａ，Ｂ）の範囲内にあるか判断し、画像サイズが最大縦
横幅範囲内であればＳ３８に処理を移行し、それを超えるならばＳ４１に移行して更に次
の画像への送り／戻し操作を待つ。詳しくは、Ｓ３４で取得した最大横幅Ａと最大縦幅Ｂ
とＳ３６で取得した横幅値Ｘと縦幅値Ｙとを各々比較して、Ａ＞ＸかつＢ＞Ｙであれば最
大縦横幅の範囲内であるとしてＳ３８に処理を移行する。
【００６７】
　Ｓ３８：ここでは、システムコントロール部８は表示制御部３に表示信号を出力して、
上記選択された画像を画像表示部４に再生する。
【００６８】
　Ｓ３９：ここで、システムコントロール部８はスイッチ部９の印刷開始スイッチが操作
されたか判断し、操作されたならばＳ４０に処理を移行し、操作されなければＳ４１に処
理を移行する。
【００６９】
　Ｓ４０：システムコントロール部８は外部機器インターフェース部１５を介して現在画
像表示部４に表示されている静止画データをプリンタ２００に転送して印刷指示する。
【００７０】
　Ｓ４１，Ｓ４２：システムコントロール部８はスイッチ部９の画像送り／戻しスイッチ
操作に従って次の画像への送り／戻し操作を行ない、その後Ｓ３３から同様の処理を行な
う。
【００７１】
　Ｓ４３：プリンタが未接続の場合、システムコントロール部８は表示制御部３に表示信
号を出力して、メモリーカード７から読み出された静止画及びメディアファイルを含めて
順次画像表示部４に再生する。
【００７２】
　上記構成によれば、プリンタに固有の印刷能力条件によって、順次再生する画像を選別
し、あるいはインデックス再生する縮小画像を選別し、プリンタで印刷できない大きなサ
イズの静止画の再生を禁止するため、ユーザにとって不要な画像の再生／選択を回避でき
る。
【００７３】
　なお、上記第３の実施形態においては、一枚画像の再生に代えて第２の実施形態のよう
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に縮小画像を作成してインデックス再生してもよい。
【００７４】
　［第４の実施形態］
　第４の実施形態は、プリンタ２００との接続が確立された状態でプリンタ２００から取
得した機能情報として印刷可能な用紙サイズ情報に基づいてメモリーカード７に格納され
た画像の中からプリント可能な画像を自動選択し、選択された画像を（例えば、日付の新
しい順に）画像表示部４に順次再生していくものである。
【００７５】
　具体的には、図５のＳ３４でプリンタ２００から印刷可能な最小用紙サイズ情報（例え
ば、Ａ４サイズ、Ａ３サイズ）を取得し、Ｓ３７では取得した最小用紙サイズ情報をもと
に印刷に適した画像サイズの最小横幅Ｘ０と最小縦幅Ｙ０とを算出し、Ｓ３４で取得した
最小縦横Ｘ０，Ｙ０とＳ３６で算出した縦横幅値Ｘ，Ｙとを各々比較して、Ｘ０＜Ｘかつ
Ｙ０＜Ｙであれば最小縦横幅の範囲内であるとしてＳ３８移行の処理を行なう。
【００７６】
　上記構成によれば、プリンタに固有の印刷能力条件によって、順次再生する画像を選別
し、あるいはインデックス再生する縮小画像を選別し、プリンタでの印刷に適さない小さ
なサイズの画像の再生を禁止するため、ユーザにとって不要な画像の再生／選択を回避で
きる。
【００７７】
　なお、上記第４の実施形態においては、一枚画像の再生に代えて第２の実施形態のよう
に縮小画像を作成してインデックス再生させてもよい。
【００７８】
　［他の実施形態］
　本実施形態は、前述した実施形態の画像選択／再生処理の各機能を実現するソフトウェ
アのプログラムコードを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体（または記憶媒体
）を、システムあるいは個々の装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ
（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行する
ことによって、達成することができる。この場合、記録媒体から読み出されたプログラム
コード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記
録した記録媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログ
ラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そ
のプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシ
ステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実
施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００７９】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施
形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００８０】
　本実施形態を上記記録媒体に適用する場合、その記録媒体には、先に説明したフローチ
ャートに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【００８１】
　尚、本実施形態は、複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インターフェース機器
、リーダ、プリンタ等）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置
（例えば、複写機、ファクシミリ装置等）に適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明に係る実施形態の画像再生装置とプリンタとからなる画像再生システムの
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概要を示す模式図である。
【図２】本発明に係る実施形態の画像再生装置のブロック図である。
【図３】本発明に係る実施形態のプリンタのブロック図である。
【図４】本発明に係る第１の実施形態のメモリ画像再生モードにおける画像選択／再生処
理を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係る第２の実施形態のメモリ画像再生モードにおける画像選択／再生処
理を示すフローチャートである。
【図６】本発明に係る第３の実施形態のメモリ画像再生モードにおける画像選択／再生処
理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８３】
１　撮像部
２　画像処理部
３　表示制御部
４　画像表示部
５　圧縮／伸張部
６　メモリーカードインターフェース部
７　メモリーカード
８　システムコントロール部
９　スイッチ部
１０　レンズ部
１１　定電圧発生回路部
１２　充電回路部
１３　切替部
１４　２次電池（Li等）
１５　外部機器インターフェース部
１６　商用電源（ＡＣ）部
１７　プリンタ
１８　バッテリー
１００　画像再生装置（デジタルビデオカメラ）
２００　プリンタ
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